
あつぎ暮らし応援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域経済の活性化及び物価高騰等の影響を受けている市民の負

担軽減を図るため、あつぎ暮らし応援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

することについて、厚木市補助金等交付規則（昭和 45 年厚木市規則第５号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、市

長が指定する期間内において、市内の店舗で商品を購入し、若しくは役務の提供を

受け、又は電気、ガス若しくは上下水道（以下「電気等」という。）の料金を支払っ

た個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、厚木市暴力

団排除条例（平成23年厚木市条例第12号）第２条第３号に規定する暴力団員である

者は、補助対象者としない。 

(1) 当該商品の購入又は役務の提供を受けるために支払った額（別表に掲げる交付

対象外のものに係る額を除く。）及び電気等の料金を支払った額の合計が１万円

以上である者 

(2) 第４条の規定により補助金の交付の申請をする日において市内に住所を有す

る者 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、6,000 円とする。 

（交付の申請等） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あつぎ暮ら

し応援事業補助金交付申請書（以下「申請書」という。）に、１万円以上の支払をし

たことが分かる次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、次項

第１号の方式により交付の申請を行う場合は、市長が指定する方法により行うもの

とする。 

 (1) 市内の店舗で発行されたレシート又は領収書 

 (2) 電気等の料金の支払った額が分かる書類 

２ 補助金の交付申請は、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。 

(1) 電子申請方式 市が構築した電子申請システムを利用して申請を行う方式 

(2) 郵送申請方式 申請書を郵送により市に提出する方式 

(3) 窓口申請方式 申請書を市の窓口に提出する方式 

３ 補助金の交付申請は、１人につき１回を限度とする。 

（申請受付開始日等） 

第５条 交付の申請に係る受付開始日及び期限は、市長が別に定めるものとする。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、第４条の規定により交付の申請を受けたときは、内容を確認の上、



交付の可否を決定するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により交付の決定をしたときは、速やかに申請者が指定

する口座に補助金を振り込むものとする。この場合において、申請者に対する通知

は、振込みをもって代えるものとする。 

２ 市長は、前条の規定により交付をしない決定をしたときは、その旨を申請者に通

知するものとする。 

（補助金の返還） 

第８条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対しては、

返還を求めることができる。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第９条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年１月 21 日から施行する。 

  



別表（第２条関係） 

補助対象外のもの 具体例 

法令等により対象にできないもの タバコ、保険診療、処方箋に基づく

医療薬品など 

換金性が高いもの 商品券、図書券、切手、印紙など 

消費喚起につながらないもの ― 

他の補助制度を利用したもの ― 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第２条の規定及び厚木市暴力団排

除条例の規定に該当するもの 

― 

上記以外に市長が対象外と認めたもの ― 


